
2021 年 5 月 
明修塾生の保護者の皆様へ 

明修塾 
 

緊急事態宣言発令下での授業に関するお知らせ 
 

 晩春の候、保護者のみなさまにはますます御健勝のこととお慶び申し上げます。また、平素より明修

塾の指導にご理解、ご協力を賜り有難うございます。 
 
 さて、皆様のご存じの通り、5 月 16 日より岡山県に緊急事態宣言が発令されました。明修塾では、お

子様の安全を第一に考えながらも、学びを止めることのないよう最大限の努力をしていく所存です。つ

きましては、宣言下における塾の授業を以下のように行いたいと思いますので、ご理解とご協力をいた

だきますようお願いいたします。 
 

ケース 明修塾の対応 

A 
学校が通常通り授業を行う
場合 

十分な感染対策を施したうえで、通常通り授業を行います。 
また、授業の録画を配信する予定ですので、ご欠席の場合はそちらをご
視聴ください。視聴用 URL等は後日ご連絡いたします。ただし、個別指
導など一部の授業では後日補講を行う場合もあります。 

B 学校が時短授業を行う場合 

十分な感染対策を施したうえで、通常通り授業を行います。ただし、
状況によりクラスを分散するなどの対応をさせていただくことがあ
ります。 
また、授業の録画を配信する予定ですので、ご欠席の場合はそちらをご
視聴ください。視聴用 URL等は後日ご連絡いたします。ただし、個別指
導など一部の授業では後日補講を行う場合もあります。 

C 

学級閉鎖、学年閉鎖、学校
閉鎖、感染等により生徒様
本人が学校を出席停止とな
った場合 

該当の生徒様は通塾をお控えください。 
※出席停止中の授業に関しては、授業の録画を配信する予定ですの
で、そちらをご視聴ください。視聴用 URL等は後日ご連絡いたします。
ただし、個別指導など一部の授業では後日補講を行う場合もありま
す。 

D 
市内全域で 
学校が休校となった場合 

学校が休校している間は塾での授業は中止とします。 
その間は、ＺＯＯＭにてオンライン授業を行ってまいります。ただし、
個別指導など一部の授業では後日補講を行う場合もあります。 

 
 また、明修塾では、感染拡大の防止のため、以下の点を徹底してまいりますので、各ご家庭でも

ご協力をお願いいたします。 
1.入退室時には、消毒液による手指の消毒をお願いします。 
2.来塾時にはマスク着用をお願いします。 
3.来塾前には検温の実施をお願いします。 
4.教室では定期的な換気を実施いたします。 
5.タオル・ハンカチの持参をお願いします。 
6.衛生対策(咳エチケットや手洗い)の励行をお願いします。 
7.自習室および教室内での飲食は禁止いたします。 
8.通学中の学校で、学年閉鎖、学級閉鎖等の措置が出た場合は、通塾中の教室までご連絡ください。 
9.高熱や咳等が長く続く場合など、感染症の疑いがある場合には、通塾をお控えください。 
10.生徒様または保護者/同居者の方が新型コロナウイルス感染症と診断された場合には、速やかに教

室にご連絡ください。 
 


